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①
年
金
の
手
続
き

　

以
前
、
年
金
記
録
問
題
が
世
間
を
騒

が
せ
ま
し
た
が
、
決
し
て
対
岸
の
火
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
分
は
大
丈
夫
」

と
い
う
過
信
は
禁
物
。
特
に
58
歳
の
時

に
届
く
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
年
金

の
全
加
入
記
録
や
受
給
見
込
額
な
ど
の

事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
て
非
常
に
重
要

で
す
の
で
、
必
ず
確
認
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
見
込
額
に
は

厚
生
年
金
基
金
が
代
行
を
し
て
い
た
部

分
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
基
金

に
加
入
し
て
い
た
方
は
厚
生
年
金
基
金

連
合
会
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
給
資
格
を
満
た
し
た
厚
生
年
金

保
険
の
対
象
者
が
65
歳
に
な
る
と
、
老

齢
基
礎
年
金
に
加
え
て
老
齢
厚
生
年

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
当
分

の
間
は
、
60
歳
以
上
で
一
定
の
受
給
資

格
を
満
た
し
て
い
る
方
に
は
、
65
歳
に

な
る
ま
で
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
そ
の
支
給
額
は
、

報
酬
比
例
部
分
と
定
額
部
分
の
合
計
額

と
な
り
ま
す
が
、
昭
和
24
年
（
女
性
は

昭
和
29
年
）
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
は
、
報
酬
比
例
部
分
の
み
と
な
り

ま
す
。

　

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
、
報

酬
比
例
部
分
の
受
給
権
が
発
生
す
る
人

そこが知りたい！
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退
職
前
後
に
必
要
な
手
続
き

定
年
や
退
職
時
に

や
る
べ
き
こ
と

退
職
で
直
面
す
る
や
っ
か
い
な
問
題
は
、
年
金
や
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
、
税
金
な
ど
の
手
続
き
を
自
分
で
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
の
手
続
き
を
忘
れ
て
い
る
と
受
給
額
が
減
少
す
る
恐
れ
も

あ
り
ま
す
し
、
健
康
保
険
料
の
払
い
込
み
が
遅
れ
る
と
資
格
を
失
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
不
利

益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
退
職
に
向
け
た
準
備
は
遅
く
と
も
半
年
く
ら
い
前
か
ら
行
う
よ
う
心
が
け
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

は
、
誕
生
日
の
約
３
カ
月
前
に
「
裁
定

請
求
書
」
が
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
ま
す
。
手
続
き
は
、
最
後
に
勤

務
し
て
い
た
事
業
所
を
管
轄
す
る
年
金

事
務
所
で
行
い
ま
す
。
ま
た
、
最
後
に

加
入
し
て
い
た
年
金
が
国
民
年
金
・
共

済
組
合
の
場
合
は
、
住
所
地
を
管
轄
す

る
年
金
事
務
所
に
な
り
ま
す
。た
だ
し
、

最
後
に
勤
務
し
て
い
た
事
業
所
が
遠
隔

地
な
ど
の
場
合
は
、
最
寄
り
の
年
金
事

務
所
で
も
受
け
付
け
て
く
れ
ま
す
の

で
、
電
話
で
確
認
を
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

　
「
裁
定
請
求
書
」
を
提
出
し
て
か
ら

１
～
２
カ
月
で
、「
年
金
証
書
」
と
「
年

金
裁
定
通
知
書
」
が
届
き
、
さ
ら
に
１

■図表１：特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分支給開始年齢

生年月日（男性） 生年月日（女性）
報酬比例部分
支給開始年齢

昭和24.4.2 ～昭和28.4.1 昭和29.4.2 ～昭和33.4.1 60歳

昭和28.4.2 ～昭和30.4.1 昭和33.4.2 ～昭和35.4.1 61歳

昭和30.4.2 ～昭和32.4.1 昭和35.4.2 ～昭和37.4.1 62歳

昭和32.4.2 ～昭和34.4.1 昭和37.4.2 ～昭和39.4.1 63歳

昭和34.4.2 ～昭和36.4.1 昭和39.4.2 ～昭和41.4.1 64歳

昭和36.4.2.以後 昭和41.4.2以後 65歳
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～
２
カ
月
後
か
ら
指
定
の
預
金
口
座
に

年
金
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
初
回
は
奇

数
月
の
振
り
込
み
も
あ
り
ま
す
が
、
２

回
目
以
降
は
、
前
２
カ
月
分
の
年
金
が

偶
数
月
の
15
日
（
土
日
祝
日
の
場
合
は

そ
の
前
日
）
に
支
払
わ
れ
ま
す
。「
年

金
証
書
」
は
年
金
を
受
給
す
る
人
の
身

分
証
明
書
と
も
い
え
る
書
類
で
す
。
紛

失
や
破
損
し
な
い
よ
う
に
大
切
に
保
管

し
ま
し
ょ
う
。

　

退
職
後
、
夫
（
妻
）
が
再
び
働
か
な

い
場
合
や
、
厚
生
年
金
に
加
入
し
な
い

働
き
方
を
選
択
し
た
場
合
、
60
歳
未
満

の
第
３
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
妻
（
夫
）

は
、
第
１
号
被
保
険
者
に
切
り
替
わ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
種
別
変
更
届
け
は
、
夫
（
妻
）
の
退

職
日
か
ら
14
日
以
内
に
住
所
地
の
市
区

町
村
役
場
の
国
民
年
金
課
で
行
い
ま
す
。

　

夫
（
妻
）
が
65
歳
か
ら
満
額
の
年
金

を
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
65
歳

未
満
の
配
偶
者
が
い
る
場
合
、
約
40
万

円
の
「
加
給
」
が
年
金
額
に
加
算
さ
れ

ま
す
。
条
件
は
、
夫
（
妻
）
の
厚
生
年

金
や
共
済
年
金
へ
の
加
入
年
数
が
20
年

以
上
あ
る
こ
と
、
配
偶
者
が
20
年
以
上

加
入
の
老
齢
厚
生
年
金
や
退
職
共
済
年

金
を
も
ら
え
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
加

給
年
金
は
、
妻
（
夫
）
が
老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
で
き
る
65
歳
に
な
る
と
打
ち

る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
だ
け

を
比
較
す
れ
ば
、
家
族
が
加
入
す
る
健

康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な
る
の
が
一
番

で
す
が
、
退
職
者
自
身
の
収
入
が
引
続

き
あ
る
場
合
に
は
年
収
基
準
を
満
た
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は
、
退
職

後
は
ま
ず
任
意
継
続
被
保
険
者
を
選

び
、
前
年
の
世
帯
所
得
等
が
少
な
く

な
っ
た
時
点
で
国
民
健
康
保
険
に
切
り

切
ら
れ
ま
す
が
、
打
ち
切
ら
れ
た
加
給

年
金
の
一
部
が
、
妻
（
夫
）
の
老
齢
基

礎
年
金
に
振
り
替
え
加
算
さ
れ
ま
す
。

②
健
康
保
険
の
手
続
き

　

退
職
前
後
で
は
、
健
康
保
険
も
重
要

な
手
続
き
の
一
つ
。
ど
の
健
康
保
険
に

加
入
す
る
か
、
保
険
料
な
ど
を
比
べ
な

が
ら
、
よ
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
ど
の
健
康
保
険
の
場
合

で
も
、
決
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
手
続

き
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
の
で
、

必
要
書
類
な
ど
は
退
職
前
か
ら
準
備
し

て
お
き
、
空
白
期
間
を
作
ら
な
い
よ
う

に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
万
が
一
、
空
白

期
間
の
と
き
に
病
気
や
ケ
ガ
を
す
る

と
、
全
額
自
己
負
担
と
い
う
場
合
も
あ

り
ま
す
。

  

図
表
２
の
よ
う
に
３
つ
の
加
入
で
き

る
健
康
保
険
の
い
ず
れ
を
選
ん
で
も
、

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
３
割
と
同

じ
で
す
。
そ
の
た
め
、
支
払
う
保
険
料

が
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
で
し
ょ
う
。

任
意
継
続
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
単

純
に
倍
額
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
通

常
は
健
康
保
険
加
入
員
の
平
均
保
険
料

の
倍
額
と
な
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険

の
保
険
料
は
、
居
住
す
る
市
区
町
村
に

よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
前
年
の
世
帯
所

得
等
を
基
準
と
す
る
の
で
、
高
額
に
な

替
え
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

③
雇
用
保
険
の
手
続
き

　

雇
用
保
険
の
基
本
手
当
の
手
続
き

は
、
自
分
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
共

職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
で
行

い
ま
す
。
そ
の
際
、
会
社
か
ら
も
ら
う

必
要
書
類
は
「
離
職
票
」
と
「
雇
用
保

険
被
保
険
者
証
」。「
離
職
票
」は
通
常
、

退
職
か
ら
10
日
以
内
に
発
行
さ
れ
ま

す
。
印
字
さ
れ
て
い
る
内
容
に
誤
り
が

な
い
か
、
目
を
通
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

特
に
基
本
手
当
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額

は
重
要
で
す
の
で
、
正
し
い
か
ど
う
か

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
残
業
代
が
含
ま

れ
て
い
る
か
、
諸
手
当
が
含
ま
れ
て
い

る
か
な
ど
が
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

基
本
手
当
を
受
け
取
れ
る
期
間
は
、
原

則
と
し
て
退
職
日
の
翌
日
か
ら
１
年
間
。

手
続
き
が
遅
す
ぎ
る
と
基
本
手
当
が
途

中
で
打
ち
切
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

定
年
退
職
後
に
支
給
さ
れ
る
基
本
手

当
は
、
最
大
で
１
５
０
日
分
、
一
般
的

に
60
歳
前
賃
金
の
約
４
割
程
度
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
基
本
手
当
と
年
金
は
ど

ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
が
、
通
常
は
基
本
手
当
の
方
が

高
額
な
の
で
あ
ま
り
悩
む
必
要
は
な
い

で
し
ょ
う
。

（平成24年度の健康保険制度に基づく）

■図表２：加入できる健康保険の違い

国民健康保険 任意継続被保険者 健康保険の扶養家族

加入資格 退職日の翌日から
退職した日まで健康保険の被保
険者期間が継続して2カ月以上

ある人

年収が180万円（60歳未満
は130万円）未満である人

加入期間 - 2年間 -

保険料 前年の世帯所得等により異なる 通常は健康保険加入員の平均保
険料の倍額 不要

医療費負担 3割 3割 3割

加入期限 退職日の翌日から14日以内 退職日の翌日から20日以内 すみやかに
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用
す
れ
ば
、
親
切
に
教
え
て
く
れ
ま
す

の
で
心
配
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
働
き
方
で
変
わ
る
社
会
保
険

　

退
職
後
の
再
就
職
や
再
雇
用
の
場

合
、
働
き
方
に
よ
っ
て
加
入
で
き
る
社

会
保
険
が
異
な
り
ま
す
。
社
会
保
険
と

は
、
厚
生
年
金
保
険
、
健
康
保
険
、
雇

用
保
険
、
労
災
保
険
。
正
社
員
の
場
合

は
す
べ
て
の
社
会
保
険
に
加
入
で
き
ま

す
が
、
パ
ー
ト
で
働
く
場
合
は
、
図
表

４
の
よ
う
に
労
働
時
間
と
労
働
日
数
に

よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は

雇
用
保
険
。
基
本
手
当
、
高
年
齢
雇
用

継
続
給
付
金
、
要
介
護
状
態
の
親
等
を

介
護
す
る
た
め
に
休
業
し
た
場
合
に
支

給
さ
れ
る
介
護
休
業
給
付
金
な
ど
重
要

な
給
付
金
が
あ
り
ま
す
の
で
、
最
低
で

も
雇
用
保
険
に
加
入
で
き
る
働
き
方
を

選
ぶ
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

②
働
き
方
で
変
わ
る
年
金

　
「
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
働
く
と
年

金
額
は
ど
う
な
る
の
か
」
こ
れ
は
今
後

年
金
を
受
け
取
る
人
に
と
っ
て
は
大
き

な
関
心
事
で
す
。
定
年
後
の
会
社
に
正

社
員
と
し
て
勤
め
る
場
合
は
、
70
歳
ま

で
は
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
と
し
て
保

険
料
の
支
払
い
は
続
き
ま
す
。
一
方
で

60
歳
を
過
ぎ
る
と
生
年
月
日
に
よ
っ
て

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
、
報
酬

比
例
部
分
の
支
給
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
正
社
員
と
し
て
厚
生
年
金

保
険
に
加
入
し
な
が
ら
受
け
取
る
報
酬

比
例
部
分
の
年
金
を「
在
職
老
齢
年
金
」

と
い
い
、
給
与
と
年
金
月
額
の
合
計
額

に
よ
っ
て
一
部
支
給
停
止
、
ま
た
は
全
額

支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

る
の
で
、
退
職
後
収
入
が
減
っ
た
時
に

現
役
時
代
の
所
得
で
算
出
さ
れ
た
税
額

を
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
退
職
し
た

月
に
よ
っ
て
納
付
方
法
は
異
な
り
ま
す

の
で
、
確
認
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
所
得
税
も
毎
月
給
与
か
ら
天

引
き
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
見

込
み
額
。
退
職
後
は
、
本
来
の
税
額
と

の
過
不
足
を
精
算
す
る
た
め
の
年
末
調

整
が
で
き
な
い
の
で
、
自
分
で
過
不
足

を
計
算
す
る
確
定
申
告
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
税
務
署
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
利

そこが知りたい！

 

働
き
方
と
社
会
保
険

④
税
金

　

退
職
金
の
税
金
、
住
民
税
の
精
算
、

翌
年
の
確
定
申
告
な
ど
、
退
職
時
に
は

税
金
の
手
続
き
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。
こ
れ
ま
で
は
会
社
任
せ
で
し
た
が
、

就
職
し
な
い
場
合
は
、
す
べ
て
の
手
続

き
を
自
分
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

退
職
金
は
「
退
職
所
得
の
受
給
に

関
す
る
申
告
書
」
を
提
出
す
る
と
、
退

職
金
支
払
時
点
で
「
退
職
所
得
控
除
」

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
退
職
金

に
か
か
る
税
金
の
計
算
方
法
は
、
退
職

金
か
ら
退
職
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た

金
額
の
２
分
の
１
を
課
税
対
象
額
と
し

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
金
額
に
税
率
を
か

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
退
職
金
に

は
大
き
な
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
一
般
的
に
税
額
は
安
く
て
す
み
ま
す
。

そ
の
た
め
、
退
職
金
が
少
な
く
、
勤
続

年
数
が
長
い
人
は
、
所
得
税
も
住
民
税

も
非
課
税
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

退
職
金
に
か
か
る
所
得
税
と
住
民

税
は
源
泉
徴
収
さ
れ
て
完
了
で
す
が
、

退
職
時
に
は
、
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
た
住
民
税
の
精
算
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
住
民
税
は
、
前
年
の
所

得
に
対
し
て
か
か
る
税
金
を
そ
の
翌
年

に
支
払
う
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い

■図表３：退職所得の金額

働き方 厚生
年金

健康
保険

雇用
保険

労災
保険

正社員 ○ ○ ○ ○

パート

正社員と比べて1日または1週の労働時間と1カ月
の労働日数の両方が4分の3以上 ○ ○ ○ ○

正社員と比べて
1日または1週
の労働時間と1
カ月の労働日数
のどちらかが4
分の3未満

1週20時間以
上の労働時間

31日以上の雇用
が見込まれる × × ○ ○

31日以上の雇用
が見込まれない × × × ○

1週20時間未満の労働時間 × × × ○

■図表４：働き方と社会保険

※ ○：加入できる　×：加入できない

●退職所得控除額の求め方

退職所得の金額 ＝ （ 収入金額 － 退職所得控除額 ） × １/２

勤続年数20年以下 40万円× 勤続年数か80万円のいずれか高い金額

勤続年数20年超 70万円×（ 勤続年数－ 20年）＋ 800万円
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１
５
０
日
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
65

歳
に
な
っ
て
退
職
を
す
る
と
一
時
金
と
し

て
50
日
分
と
な
り
ま
す
。

　

一
般
的
に
60
歳
以
降
の
働
き
方
は
、

有
期
の
契
約
を
誕
生
日
に
更
新
す
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
よ
う
で
す
。
で

は
65
歳
に
な
る
の
は
い
つ
な
の
で
し
ょ
う

か
。
実
は
雇
用
保
険
や
年
金
で
は
誕
生

日
の
前
日
に
そ
の
年
齢
に
な
り
ま
す
。

だ
か
ら
65
歳
で
退
職
を
す
る
と
き
に
一

時
金
で
は
な
く
、
基
本
手
当
を
も
ら
い

た
い
と
思
っ
た
ら
遅
く
て
も
65
歳
の
誕

生
日
の
前
々
日
に
退
職
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
契
約
期
間
の
兼
ね
合

い
も
あ
り
、
悩
む
こ
と
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

年
金
の
65
歳
受
給
開
始
、
定
年
延

長
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
65
歳
に
な
る

ま
で
働
く
こ
と
は
、
す
で
に
一
般
的
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
問
題
は「
そ

の
働
き
方
」。
図
表
６
は
、「
中
高
年
齢

者
の
就
業
状
況
」
で
す
が
、
60
歳
以
降

も
多
く
の
人
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
60
歳
～
64
歳
で
は
約
７
割

の
人
が
何
ら
か
の
形
で
働
き
、
さ
ら
に

驚
く
べ
き
こ
と
に
65
歳
～
69
歳
で
も
ま

だ
５
割
の
人
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

減
額
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
調
整
の
対

象
と
な
る
年
金
月
額
は
老
齢
厚
生
年
金

だ
け
で
す
。

　

年
金
が
一
部
支
給
停
止
な
ど
で
調
整

さ
れ
る
の
は
、
会
社
に
勤
め
て
い
る
か

ら
で
も
ま
た
給
与
が
高
い
か
ら
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
厚
生
年
金
に

加
入
し
て
働
く
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、

厚
生
年
金
に
加
入
し
な
い
働
き
方
（
労

働
時
間
と
労
働
日
数
の
ど
ち
ら
か
が
正

社
員
の
４
分
の
３
未
満
）
を
選
択
し
た

人
や
厚
生
年
金
の
な
い
小
さ
な
個
人
事

務
所
で
働
く
人
、
自
営
業
の
人
は
い
く

ら
収
入
が
多
く
て
も
年
金
は
１
０
０
％

も
ら
え
ま
す
。
年
金
を
カ
ッ
ト
さ
れ
た

く
な
い
と
思
っ
た
ら
上
記
の
よ
う
な
働

き
方
を
選
択
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、

厚
生
年
金
に
加
入
す
れ
ば
そ
の
分
、
退

職
後
の
年
金
額
が
増
え
る
と
い
う
こ
と

も
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

③
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
金

　

60
歳
の
定
年
退
職
後
、
再
雇
用
や
再

就
職
で
安
定
的
な
職
業
に
就
い
た
も
の

の
60
歳
時
の
賃
金
と
比
べ
て
そ
の
後
の

賃
金
が
大
き
く
下
が
っ
て
し
ま
う
と
い

う
人
に
雇
用
保
険
か
ら
給
付
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
同
じ
会
社
に
継
続
し
て

雇
用
さ
れ
た
場
合
は
「
高
年
齢
雇
用

継
続
基
本
給
付
金
」
と
い
い
、
65
歳
ま

定年や退職時に
やるべきこと

で
毎
月
の
賃
金
と
60
歳
時
の
賃
金
を
比

べ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。会
社
を
退
職
後
、

基
本
手
当
の
一
部
を
受
給
し
た
後
に
別

の
会
社
に
再
就
職
し
た
場
合
は
「
高
年

齢
再
就
職
給
付
金
」
と
い
い
、
残
日
数

に
よ
っ
て
１
年
ま
た
は
２
年
間
受
給
で

き
ま
す
。

　

両
方
の
給
付
金
と
も
雇
用
保
険
の
被

保
険
者
期
間
が
５
年
以
上
あ
り
、
再
雇

用
、
再
就
職
後
の
賃
金
が
60
歳
時
点
の

賃
金
の
75
％
未
満
に
低
下
し
て
い
る
こ

と
が
給
付
の
条
件
で
す
。
支
給
率
は
、

最
高
で
60
歳
時
点
の
賃
金
の
15
％
と
な

り
ま
す
。

④
65
歳
で
退
職
す
る
場
合
の
注
意
点

　

定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
で
、
65
歳
ま

で
働
き
た
い
と
希
望
す
る
人
が
多
く
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
当
に
仕
事
を
退

職
す
る
年
齢
は
、
今
ま
で
の
60
歳
か
ら

65
歳
に
。
し
か
し
、
65
歳
以
降
に
退
職

を
し
た
場
合
は
、
雇
用
保
険
か
ら
基
本

手
当
は
支
給
さ
れ
ず
に
「
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
」
と
い
う
一
時
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
働
い
て
い
た
期
間
が
１
年
以

上
の
場
合
は
50
日
分
、
１
年
未
満
の
場

合
は
30
日
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
特
に

60
歳
で
定
年
退
職
を
し
て
そ
の
後
同
じ

会
社
に
再
雇
用
さ
れ
た
場
合
、
65
歳
前

に
退
職
す
れ
ば
基
本
手
当
と
し
て
最
高

　

年
金
が
調
整
さ
れ
る
金
額
の
計
算
は

一
見
複
雑
で
す
が
、
お
お
ま
か
に
言
え

ば
、
60
歳
～
64
歳
の
間
は
、
毎
月
の
年

金
額
と
総
報
酬
月
額
相
当
額
（
給
与
＋

ボ
ー
ナ
ス
の
12
分
の
１
）
の
合
計
額
が

毎
月
28
万
円
ま
で
で
あ
れ
ば
、
年
金
は

全
額
支
給
さ
れ
ま
す
。
65
歳
以
上
の
場

合
は
、
合
計
額
が
46
万
円
を
超
え
る
と

■図表５：在職老齢年金

 

退
職
後
の
働
き
方
と
生
き
方

● 65 歳～ 69 歳の在職老齢年金● 60歳～ 64歳の在職老齢年金

基本月額
（年金額） 支給停止調整額

（ 28万円）総報酬月額
相当額

基本月額
（年金額） 支給停止調整額

（46万円 ）総報酬月額
相当額
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そこが知りたい！

で
す
。
こ
の
数
字
は
、
高
年
齢
雇
用
安

定
法
改
正
前
の
60
歳
定
年
企
業
が
多

か
っ
た
時
代
の
も
の
な
の
で
、
現
在
で

は
も
っ
と
数
字
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
60
歳
代
は
、
ま
だ
ま

だ
元
気
で
働
け
る
年
代
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

定
年
後
「
働
く
」
と
い
う
こ
と
を
前

提
と
し
て
ど
の
よ
う
に
働
く
か
が
問
題

に
な
り
ま
す
。
一
般
的
に
定
年
退
職
を

に
ら
む
年
齢
に
な
る
と
、
今
ま
で
と
は

異
な
る
職
業
価
値
観
が
出
て
き
ま
す
。

今
ま
で
は
、「
高
い
役
職
」
と
か
「
高
い

収
入
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
動
機
に

仕
事
を
し
て
き
た
人
が
多
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
定
年
近
く
に
な
る
と
「
自
分

ら
し
い
」
と
か
「
誰
か
の
役
に
立
っ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
が
仕
事
の
動
機
に
な
っ

て
く
る
の
で
す
。
図
表
７
は
シ
ニ
ア
の

職
業
価
値
観
の
変
化
を
グ
ラ
フ
化
し
た

も
の
で
す
が
、
年
齢
が
上
が
る
に
し
た

が
っ
て
「
快
適
な
環
境
で
仕
事
を
す
る

こ
と
」、「
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
こ

と
」、「
身
体
を
動
か
す
こ
と
」
な
ど
が

上
昇
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
シ
ニ
ア
に
と
っ
て
の
職
業
価
値

観
は
次
の
３
つ
に
集
約
さ
れ
ま
す
。

　

特
に
「
役
に
立
ち
た
い
」
と
い
う
思

い
は
、
60
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
急
激
に
強

い
思
い
と
な
っ
て
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ

ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
を
活
か
し
て
、

誰
か
に
感
謝
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
の
人
生
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な

り
、
非
常
に
意
義
が
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
者
雇
用
安
定
法
に
よ
っ
て
今
後

高
齢
者
は
65
歳
ま
で
の
就
業
の
場
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
場
所
が
退
職
者
の
仕
事
に
対
す
る

価
値
観
や
自
分
ら
し
い
生
き
方
に
応
え

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
多
く
の
人
は
、

満
足
し
な
い
し
働
く
こ
と
を
通
じ
て
幸

福
感
を
得
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
シ

ニ
ア
の
「
命
令
さ
れ
た
く
な
い
」、「
身

体
を
動
か
し
た
い
」、「
役
に
立
ち
た
い
」

と
い
う
３
つ
の
欲
求
を
同
時
に
満
た
す

こ
と
は
難
し
い
の
で
、
ど
れ
か
に
重
点

を
置
い
て
仕
事
を
選
び
、
残
り
の
欲
求

は
仕
事
以
外
で
満
た
す
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。「
身
体
を
動
か
し
た
い
」
の
で

あ
れ
ば
趣
味
で
運
動
を
す
れ
ば
い
い
し
、

「
役
に
立
ち
た
い
」
の
で
あ
れ
ば
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
人
生
ほ
ど
悲
し
い
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。
大
切
な
20
年
か
ら
30
年
の
セ

カ
ン
ド
ラ
イ
フ
。
そ
こ
で
自
分
に
合
っ
た

最
適
な
働
き
方
を
探
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

定年や退職時に
やるべきこと

①
命
令
さ
れ
た
く
な
い

②
身
体
を
動
か
し
た
い

③
役
に
立
ち
た
い

■図表７：高齢者の職業価値観の変化

仕事をするにあたり、以下の項目に対して非常に重要であると回答した人の割合（単位：％）
出典：リクルートワークス研究所「シニアの就業意識調査」

就業者

普通勤務 パート
タイム

役員等 自営 任意に
行う仕事

シルバー
センター
の仕事

男性 71.5 35.4 8.0 8.9 16.0 2.2 1.6

55 ～ 59歳 90.1 60.7 2.7 11.3 14.1 0.9 0.1

60 ～ 64歳 68.8 26.9 12.4 9.0 15.4 2.6 2.2

65 ～ 69歳 49.5 11.0 10.1 5.5 16.0 3.4 3.2

女性 45.6 13.2 12.4 2.1 12.6 2.8 0.8

55 ～ 59歳 62.2 24.1 17.6 3.4 13.0 2.4 0.2

60 ～ 64歳 42.3 9.5 12.4 1.6 12.9 2.9 0.9

65 ～ 69歳 28.5 3.8 5.9 1.1 11.8 2.7 1.5

出典：厚生労働省「平成１６年高年齢就業実態調査」

■図表６：中高齢者の就業状況（単位:％）
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高い報酬を得ること

快適な職場で仕事を
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